
商工観光関係事業の取扱いについて

                                                                                           

　　　　　　平成１６年　７月２２日　提出

　  (1) 企業誘致奨励制度については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において速やかに調整す

商工観光関係事業の取扱いについて

　１．商工関係の諸事業については、商工業者・商工会・市民・行政が一体となり、地場産業及

　　する。

　　び人材の育成を基盤として、人が住み人が集まる地域づくりを目指し、企業誘致活動等によ

協議第５７号

　　引き継ぐ。ただし、統合できるものについては、新市の一体性を図るため新市において調整

　    各種イベント、祭りについては、地域の歴史や伝統及び文化を尊重し、現行のまま新市に

商工観光関係事業の取扱いについて提出する。

　　　る。

　　る安定した雇用創出を図るため、現行を基本とした新たな施策を検討する。

平成１６年　９月　２日　確認

　　　　       　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　　松　岡　一　俊　　

　　光交流など、新たな観光魅力の創出や情報発信の強化を図るための施策を検討する。

　　かした、ストーリー性のある観光ルートの形成や、観光客と市民がともに楽しむ個性ある観

　２．観光関係の諸事業については、温泉などの恵まれた観光資源と農林業などの地域特性を生

　  (2) 工業団地の地域指定等については、現行のまま新市に引き継ぐ。



適用地域

免除の条件

対象業種

企業誘致活動

Ｈ１１～１５まで
の免税額

Ｈ１１～１５まで
の減収補填額

誘致企業数

従業者数

条例名

固定資産税の免除

１，９８５名

菊池北部四市町村合併協議会

調 整 の 内 容

泗水町

低開発地域工業開発促進法

４４０，４９８千円

（１）企業誘致奨励制度については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整する。

旭志村工場設置奨励条例 泗水町工場設置奨励条例

３年間免除 ３年間免除 ３年間免除

協 議 項 目 　商工観光関係事業の取扱いについて 関 係 項 目

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

企業誘致奨励制度について

現                                                           況

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
別
　
　
　
内
　
　
　
容

菊池市工場設置奨励条例 七城町工場設置奨励条例

低開発地域工業開発促進法 低開発地域工業開発促進法

製造業 製造業

その他

２，５００万円以上の減価償却資産 ２，５００万円以上の減価償却資産

３年間免除

低開発地域工業開発促進法

市内全域 町内全域 村内全域 町内全域

２，５００万円以上の減価償却資産

製造業

２，５００万円以上の減価償却資産

４７，２８０千円 １９７，１５７千円 ４５，７３５千円

製造業

１４社 １２社 ３１社

３１８，３２９千円３０，０９４千円 １４７，８８５千円 ４１，３５９千円

１７社

１，８６１名 １，０９４人 １，７４７名

菊池市と同じ

田島工業団地への企業誘致推進

・ダイレクトメール、企業訪問、市場調査等を実施 菊池市と同じ 菊池市と同じ

低開発地域工業開発促進法の指定地区の期限 菊池市と同じ 菊池市と同じ 菊池市と同じ

切れが平成17年3月末に迫っているため、農村

資産税減免措置を検討しなければならない。

地域工業導入促進法（農工法）に基づいた固定

林原・蘇崎工業団地への企業誘致推進

適用法



田島工業団地
泗水町大字田島地内

０名

 残地区画　１５６，１７２㎡

・低開発地域工業開発促進法による開発地区
・特別誘導地区（工配法）

１５６，１７２㎡
なし（Ｈ１３造成完了）

・熊本県半導体産業特区

・農村地域工業等導入促進法による導入地区
・低開発地域工業開発促進法による開発地区
・熊本県半導体特区・特別誘導地区（工配法）

・工場立地法による工場適地

泗水町大字住吉地内
２１１，４３２㎡

２社
６４０名⑤従業者数

⑥指定等

①団地名称

①団地名称

②所在

③面積

④操業企業数

①団地名称

②所在

③面積

④操業企業数

⑤従業者数

⑥指定等

⑦その他

③面積

①団地名称

・有明菊鹿工業地区(工場適地）

⑦その他

・特別誘導地域（電源地域）
・低開発地域工業開発促進法による開発地区 ・低開発地域工業開発促進法による開発地区

４５４名

④操業企業数

②所在

住吉工業団地
 残地区画  ２区画７７，０００㎡

・熊本県半導体産業特区 ・熊本県半導体特区・特別誘導地区（工配法）

・熊本県半導体特区 　 ・工場立地法による工場適地

・低開発地域工業開発促進法による開発地区 ・低開発地域工業開発促進法による開発地区
・農村地域工業等導入促進法による導入地区 ・農村地域工業等導入促進法による導入地区 ・農村地域工業等導入促進法による導入地区 ・農村地域工業等導入促進法による導入地区

１，１７３名 ８３名
５社 ７社 １２社 １社

５３６名

１４８，９９５㎡ ３８６，０００㎡ ２３８，３０６㎡ １４２，０４７㎡
菊池市森北地内 七城町大字蘇崎地内 旭志村大字川辺地内 泗水町大字永地内
森北農工団地 蘇崎工業団地 川辺工業団地 永工業団地

⑤従業者数

⑥指定等

 残地区画　　２区画２６，２００㎡  残地区画　２０，０００㎡
・熊本県半導体特区 ・工場立地法による工場適地

・熊本県半導体産業特区 ・低開発地域工業開発促進法による開発地区
・特別誘導地域（電源地域） ・有明菊鹿工業地区(工場適地） ・熊本県半導体特区・特別誘導地区（工配法）

４２７名 ７２２名 １８８名 ８４０名
３社 ５社 ８社 ７社

泗水町大字吉富地内
１２３，４７１㎡ １４１，０００㎡ ３３，９２４㎡ １４１，４０３㎡

泗水町

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
別
　
　
　
内
　
　
　
容

菊池農工団地 林原工業団地 熊本北工業団地 富の原工業団地
菊池市赤星地内 七城町大字林原地内 旭志村大字川辺地内

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村

調 整 の 内 容
(２)工業団地の地域指定等については、現行のまま新市に引き継ぐ。

現                                                           況

協 議 項 目　商工観光関係事業の取扱いについて 関 係 項 目

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

工業団地の地域指定について

菊池北部四市町村合併協議会

②所在

③面積

④操業企業数

⑤従業者数

⑦その他

⑦その他

⑥指定等 ・農村地域工業等導入促進法による導入地区 ・農村地域工業等導入促進法による導入地区 ・低開発地域工業開発促進法による開発地区 ・農村地域工業等導入促進法による導入地区
・低開発地域工業開発促進法による開発地区 ・低開発地域工業開発促進法による開発地区



③開催場所

④実施主体

⑤補助金額

⑥祭りの内容

⑤補助金額

⑥祭りの内容

①祭り・イベント名

②開催日

①祭り・イベント名

②開催日

③開催場所

④実施主体

③開催場所

④実施主体

⑤補助金額

⑥祭りの内容

⑤補助金額

⑥祭りの内容

①祭り・イベント名

②開催日

①祭り・イベント名

②開催日

③開催場所

④実施主体

④ふるさとまつり実行委員会
⑤１，８８３千円
⑥盆踊り、花火、出店、ステージイベント

①泗水町ふるさとまつり
②8月14日
③孔子公園

③合志川一帯
④明日の泗水を創る実行委員会
⑤６００千円（年間）
⑥カヌー試乗、稚魚の放流、ステージイベント等

①川祭り＆マリンスポーツフェスティバル
②8月14日

③孔子公園
④明日の泗水を創る実行委員会
⑤６００千円（年間）
⑥ファミリー向け映画の上映

⑥寄付を集め社協等へ送る

①ファミリーシネマナイト
②8月13日

②6月下旬
③熊本中央ゴルフ
④明日の泗水を創る実行委員会
⑤６００千円（年間）

①桜祭り
②4月上旬
③孔子公園
④商工会
⑤５００千円
⑥ブラバン演奏、琴、ステージイベント

①町民チャリティーゴルフ大会

⑤１，６２０千円
⑥各団体による特産品販売、コンサート（自衛隊
音楽隊、他）

①ホタルフェスタ
②5月下旬の土曜日
③小原グラウンド
④ホタルフェスタ実行委員会

③鴨川河畔公園
④七城（ふるさと）まつり実行委員会
⑤３，０００千円
⑥分団対抗演芸大会、Ｅボート大会等

⑥ステージイベント（コーラス・三味線）、竹灯篭
による会場装飾
①七城（ふるさと）夏祭り
②8月中旬

②5月上旬
③前川公園他
④ホタルフェスタ実行委員会
⑤１，２５０千円

⑥ウオークラリー等

①ホタルフェスタ

②３月下旬
③菊池川河川敷
④七城（ふるさと）まつり実行委員会
⑤２，０００千円

各種イベント・祭り（１／２）

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

泗水町

・各種イベント・祭りについては、地域の歴史や伝統及び文化を尊重し、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、統合できるものについては、新市の一体性を図るため新市において調整する。

関 係 項 目

菊池北部四市町村合併協議会

　商工観光関係事業の取扱いについて

菊池市

現                                                           況

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
別
　
　
　
内
　
　
　
容

市 町 村 名

協 議 項 目

調 整 の 内 容

①祭り・イベント名

②開催日

③開催場所

旭志村七城町

①春祭り（ボンボリ設置・さくらまつり） ①七城（ふるさと）春祭り
②3月下旬～5月下旬
③菊池公園一帯及び市民広場
④菊池市祭り実行委員会
⑤２，１５０千円
⑥桜・つつじの開花シーズンにボンボリを設置し
夜桜の演出と防犯を目的とする。

①竜門ダムフェスタ
②7月中旬
③竜門ダム一帯
④斑蛇口湖活性化推進協議会
⑤３，１８０千円（年間）
⑥ダムフェスタ・ワカサギ釣り大会の開催

①夏祭り（白龍まつり）
②8月上旬

①きくち街角コンサート
②8月上旬

③市民広場一帯
④菊池市祭実行委員会
⑤５，１０５千円
⑥太鼓の競演「鼓賑まつり」及び白龍祭りの

⑤２００千円
⑥地域活性化及びまちおこしのため、高校生
ライブを開催する

①ウッドストックイン菊池
②8月中旬
③市民広場

④実施主体

⑤補助金額

⑥祭りの内容

④菊池ウッドストック実行委員会

③松囃子能場
④御所通り景観形成協議会
⑤６００千円
⑥街角コンサートの開催

演出と花火大会



されている。

①チャイルドサッカー大会
②1月中旬
③孔子公園
④明日の泗水を創る実行委員会
⑤６００千円（年間）
⑥

④斑蛇口湖活性化推進協議会
⑤３，１８０千円（年間）
⑥つり大会を通して地域の活性化を図る

発行等
①わかさぎ釣り大会
②2月上旬
③竜門ダム一帯

③菊池市内
④おしどり夫婦わいふ物語実行委員会
⑤１，５２３千円
⑥おしどり夫婦のつどい、おしどり夫婦認証書

⑤１，５００千円
⑥ステージイベント、農業部会出店

⑤１８０千円
⑥特産品展示販売、ステージイベント

⑤未定
⑥

①菊池川水運再発見事業
②未定（七城町・鹿本町・山鹿市持ち回り）
③未定
④七城町・鹿本町・山鹿市

④ＪＡ菊池七城中央支所
⑤１，０００千円
⑥特産品展示販売、ステージイベント

⑥特産品展示即売、郷土芸能、アトラクション

①いい夫婦の日パーティー
②11月下旬

②11月中旬
③市民広場一帯
④菊池一族ふるさと祭り実行委員会
⑤３，１２３千円

③孔子公園一帯③畜産センター
④ＪＡ菊池旭志中央支所 ④ＪＡ菊池泗水中央支所・町

①孔子まつり
②９月第４日曜日
③孔子公園一帯
④孔子祭り実行委員会

②10月下旬 ②10月下旬
①旭志村農業祭

⑤５，１７５千円
⑥孔子の遺徳を偲ぶまつり。ステージイベント
出店あり
①泗水町農業祭

②10月下旬
③菊池川河川敷一帯
④七城（ふるさと）まつり実行委員会

菊池北部四市町村合併協議会

菊池市

現                                                           況

旭志村

各種イベント・祭り（２／２）

色とりどりの菊約3,000点を展示
①菊池一族ふるさと祭り

①秋祭り ①七城（ふるさと）コスモスまつり

　商工観光関係事業の取扱いについて

⑤２，０００千円
⑥花火・ステージイベント

協 議 項 目

調 整 の 内 容

⑥御松囃子、武者行列、職場対抗のど自慢等

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
別
　
　
　
内
　
　
　
容

①祭り・イベント名

市 町 村 名

②11月上旬～中旬

⑤７，０００千円
⑥南北朝時代の菊池一族を菊の武者姿で再現

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

④菊まつり推進委員会

④菊池市祭実行委員会
⑤６４５千円

七城町 泗水町

・各種イベント・祭りについては、地域の歴史や伝統及び文化を尊重し、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、統合できるものについては、新市の一体性を図るため新市において調整する。

関 係 項 目

③七城小学校グラウンド

②10月13日～15日
③市街地一帯

③菊池神社一帯

①菊人形菊祭り ①七城町農業祭
②10月下旬

菊池市と同じ 菊池市と同じ

⑥祭りの内容

②開催日

③開催場所

④実施主体

⑤補助金額

①祭り・イベント名

②開催日

③開催場所

④実施主体

⑤補助金額

⑥祭りの内容

①祭り・イベント名

②開催日

③開催場所

④実施主体

⑤補助金額

⑥祭りの内容

①祭り・イベント名

②開催日

③開催場所

④実施主体

⑤補助金額

⑥祭りの内容

①祭り・イベント名

②開催日

③開催場所

④実施主体

⑤補助金額

⑥祭りの内容

その他
マラソン（駅伝）大会・剣道大会等

菊池市と同じ
教育委員会主催等による各種イベントも開催



協議第５７号　商工観光関係事業の取扱い（参考資料：四市町村の工業の状況）

☆市町村別製造品出荷額等による主要産業（従業者4人以上の事業所） ☆市町村別（従業者３０人以上の事業所） 単位（所・人・万円・㎡）

事業所数 従業者数 敷地面積 建築面積 延建築面積

11 1,844 249,734 59,802 66,707

11 1,234 305,328 67,298 78,555

9 1,122 261,137 56,088 64,500

16 1,984 720,833 118,229 174,492

47 6,184 1,537,032 301,417 384,254

☆市町村別・産業中分類別事業所数（従業者4人以上の事業所） （単位：所）

市町村名 総数 食料品 飲料 繊維 衣服 木材 家具 ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙 印刷 化学 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 窯業・土石 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機器 電気機器 電子部品 輸送機器 その他

菊池市 55 13 5 4 5 3 1 3 4 4 1 4 1 5 2

七城町 13 5 1 1 1 1 1 1 1 1

旭志村 29 3 4 1 1 1 2 1 3 4 1 2 6

泗水町 32 5 1 2 1 1 5 3 1 5 3 3 2

計 129 26 10 1 5 9 4 1 3 1 9 9 1 4 9 8 10 4 13 2

☆市町村別・産業中分類別従業者数（従業者4人以上の事業所） （単位：人）

市町村名 総数 食料品 飲料 繊維 衣服 木材 家具 ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙 印刷 化学 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 窯業・土石 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機器 電気機器 電子部品 輸送機器 その他

菊池市 2,296 570 27 70 26 39 Ｘ Ｘ 78 110 Ｘ 486 Ｘ 374 Ｘ

七城町 1,266 655 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

旭志村 1,365 Ｘ 26 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 47 138 Ｘ Ｘ 982

泗水町 2,184 95 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 276 193 Ｘ 375 202 Ｘ Ｘ

計 7,111 1320 53 70 26 39 276 271 47 248 375 688 1,356

☆市町村別・産業中分類別製造品出荷額等（従業者4人以上の事業所） （単位：万円）

市町村名 総数 食料品 飲料 繊維 衣服 木材 家具 ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙 印刷 化学 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 窯業・土石 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機器 電気機器 電子部品 輸送機器 その他

菊池市 2,697,569 526,686 15,475 20,754 17,034 23,312 Ｘ Ｘ 114,914 213,384 Ｘ 369,985 Ｘ 767,161 Ｘ

七城町 2,521,602 1,116,089 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

旭志村 3,648,982 Ｘ 18,942 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 91,106 190,451 Ｘ Ｘ 2,901,879

泗水町 6,434,135 374,188 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 523,509 307,047 Ｘ 562,556 550,126 Ｘ Ｘ

計 15,302,288 2,016,963 34,417 20,754 17,034 23,312 523,509 421,961 91,106 403,835 562,556 920,111 3,669,040

※　資料：熊本県の工業　平成14年工業統計調査結果（熊本県企画振興部統計調査課）

※　Ｘは秘密保護上統計数値を公表しないものを示しています。

計 14,335,310

泗　水　町 6,261,256

旭　志　村 3,376,052

七　城　町 2,447,400

菊　池　市 2,250,602

市町村名 製造品出荷額等市町村名 第1位 第2位 第3位

菊　池　市

七　城　町

旭　志　村

泗　水　町

輸送用機器

食料品

輸送用機器

電子部品

食料品

印刷

窯業・土石

一般機器

電気機器

電気機器

金属製品

電気機器



協議第５７号　商工観光関係事業の取扱い（参考資料：四市町村の商業の状況）

第２表ー１　市町村別商業事業所数、従業者数、年間商品販売額（総数）

１4年 １１年 増減率 構成比 １4年 １１年 増減率 構成比 １4年 １１年 増減率 構成比

（店） （店） （％） （％） （人） （人） （％） （％） （万円） （万円） （％） （％）
菊池市 451 459 ▲ 1.7 1.8 2,490 2,596 ▲ 4.1 1.5 3,066,367 3,505,362 ▲ 12.5 0.6
七城町 47 46 2.2 0.2 242 239 1.3 0.1 3,243,745 3,727,018 ▲ 13.0 0.7
旭志村 48 49 ▲ 2.0 0.2 190 131 45.0 0.1 282,314 750,319 ▲ 62.4 0.1
泗水町 118 132 ▲ 10.6 0.5 579 630 ▲ 8.1 0.3 1,427,139 1,504,454 ▲ 5.1 0.3
計 664 686 3,501 3,596 8,019,565 9,487,153

第２表ー２　市町村別商業事業所数、従業者数、年間商品販売額（卸売）

１4年 １１年 増減率 構成比 １4年 １１年 増減率 構成比 １4年 １１年 増減率 構成比

（店） （店） （％） （％） （人） （人） （％） （％） （万円） （万円） （％） （％）
菊池市 38 40 ▲ 5.0 0.8 199 206 ▲ 3.4 0.5 358,435 520,856 ▲ 31.2 0.1

七城町 5 6 ▲ 16.7 0.1 61 67 ▲ 9.0 0.1 2,940,479 3,477,028 ▲ 15.4 1.2

旭志村 7 5 40.0 0.2 64 40 60.0 0.2 121,994 609,515 ▲ 80.0 0.1

泗水町 15 15 0.0 0.3 87 81 7.4 0.2 801,426 755,616 6.1 0.3
計 65 66 411 394 4,222,334 5,363,015

第２表ー３　市町村別商業事業所数、従業者数、年間商品販売額（小売）

１4年 １１年 増減率 構成比 １4年 １１年 増減率 構成比 １4年 １１年 増減率 構成比

（店） （店） （％） （％） （人） （人） （％） （％） （万円） （万円） （％） （％）
菊池市 413 419 ▲ 1.4 2.0 2,291 2,390 ▲ 4.1 1.9 2,707,932 2,984,506 ▲ 9.3 1.5

七城町 42 40 5.0 0.2 181 172 5.2 0.1 303,266 249,990 21.3 0.2

旭志村 41 44 ▲ 6.8 0.2 126 91 38.5 0.1 160,320 140,804 13.9 0.1

泗水町 103 117 ▲ 12.0 0.5 492 549 ▲ 10.4 0.4 625,713 748,838 ▲ 16.4 0.4
計 599 620 3,090 3,202 3,797,231 4,124,138

※上記表はすべて商業調査（平成14年6月1日）による

事業所数 従　業　者　数 年間商品販売額

事業所数 従　業　者　数 年間商品販売額

事業所数 従　業　者　数 年間商品販売額



協議第５７号　商工観光関係事業の取扱い　参考資料

☆日帰り・宿泊別観光客数（単位：人、率）

13年度 14年度 15年度 15／13 13年度 14年度 15年度 15／13 13年度 14年度 15年度 15／13 

菊池市 2,009,865 2,172,179 2,164,328 1.08 249,767 236,692 237,132 0.95 2,259,632 2,408,871 2,401,460 1.06

七城町 1,230,230 1,400,519 1,767,543 1.44 14,429 13,927 15,588 1.08 1,244,569 1,414,446 1,783,131 1.43

旭志村 880,650 926,834 952,154 1.08 8,201 7,319 6,573 0.80 888,851 934,153 958,727 1.08

泗水町 648,963 874,198 984,356 1.52 687 280 336 0.49 639,650 874,478 984,692 1.54

計 4,769,708 5,373,730 5,868,381 1.23 273,084 258,218 259,629 0.95 5,032,702 5,631,948 6,128,010 1.22

※各市町村観光担当課調べ

日帰客 宿泊客 合　　計



協議第５７号 商工観光関係事業の取扱い 参考資料(先進地の調整方針) 

 

地 域 名 調   整   方   針 

宇城西部五町合併協 

（１）商工会については、新市の一体化を図るため、合併に努めるよう指導する。 

（２）農村地域工業導入促進法に基づく地域指定については、新市に引き継ぐ。 

（３）工場設置奨励条例については、新市条例案をもとに合併時までに調整する。誘致企業等促進事業奨励金

交付要項については、不知火町を基本に新市において新たに制定する。 

宇城東部二町合併協 

（１）商工観光関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市にお

いても引き続き実施する。 

（２）商工会については、商工会法第 7条により商工会において合併できるよう調整に努める。 

（３）観光イベント・まつりについては、新町において新たに調整する。 

天草上島四町合併協 
（１）農村地域工業導入促進法に基づく地域指定については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

（２）工場設置奨励条例については、大矢野町の例による。 

南阿蘇３村合併協 

（１）企業誘致・農村工業導入については、合併までに調整する。 

（２）産業再配置関係については、新村で検討する。 

（３）各種イベントや大会及び村おこし関連事業については、合併までに調整し、新村において実施する。 

 

玉名地域合併協 

 

（１）商工振興事業については、引き続き産業の振興を図るよう、原則として現行のとおり実施する。 

   内容等については、新市において調整する。 

（２）企業誘致奨励制度については、当面現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たに調整する。 

（３）各種イベント等については新市に引き継ぎ、それぞれの実情を尊重しながら新市において調整する。 

鹿本地域合併協 

（１）地場産業振興事業については、現行を基本に制度を再編する。 

（２）企業誘致事業については、制度を再編し積極的な誘致を展開する。 

（３）商工会議所、商工会については、将来の統合に向け検討が進められるように調整に努める。 

（４）観光イベント、祭りについては、地域の歴史、伝統及び特色を生かすため現行のとおり実施する。 

 

菊池南部合併協 

 

（１）企業誘致については、地域の活性化及び雇用の確保を図るための重要な施策であるため、新市において

も引き続き支援措置を講ずる。 

（２）商業活性化については、新市において活性化に向けた施策を引き続き展開する。 

（３）商工会については、新市との一体性を保つため、それぞれの事情を尊重しながら、統合に向けた調整に

努めるものとする。 

（４）各種イベント・祭りについては、各町の歴史や文化を尊重し、新市に引き継ぐ。ただし、統合できるも

のについては、新市としての一体性を図るため新市において調整する。 

※調整方針は抜粋です。 




